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１．関連計画について 

（１）総合計画 

①第 7次佐世保市総合計画（令和 2年 3⽉策定） 

 第 7 次佐世保市総合計画においては、「海風 薫り 世界へはばたく “キラっ都“ SASEBO」

を将来のイメージとして、下記の基本理念、及び目標が設定されている。 

 

総合計画の基本理念 

 

総合計画における目指すべき目標 

 
（出典）第 7 次佐世保市総合計画 
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②第 7次佐々町総合計画（令和３年策定） 

第 7次佐々町総合計画においては、将来像を「暮らしいちばん！住むならさざ ～みんな

が輝き、みんなで創るまち」とし、下記のような基本目標と戦略目標が設定されている。 

 

施策体系 

 

（出典）第 7 次佐々町総合計画 
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（２）都市計画マスタープラン 

①佐世保市都市計画マスタープラン（令和３年策定） 

 令和３年策定の佐世保市都市計画マスタープランにおいては、下記の体系や都市空間形

成イメージのもと、公共交通に係る方針として、佐世保駅周辺等における⾼次な都市サービ

ス機能の集積、公共交通の利⽤促進、観光・リゾート核と市内各所の観光地相互の路線強化、

持続可能なバス路線の構築、交通事業者の相互連携による取組、域内の交通不便地区の解消

や移動環境の向上等が掲げられている。 

 

都市・地域づくりの方針 

 

（出典）佐世保市都市計画マスタープラン 
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都市空間の形成イメージ 

 

（出典）佐世保市都市計画マスタープラン 
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地域公共交通に係る方針等 

＜都市づくりの基本方針＞ 

方針１-１：拠点都市にふさわしい活力と魅力ある中心市街地をつくる 

（１）にぎわいと多様な産業を創出する高次都市機能の強化 

① 佐世保駅、中⼼商店街、市役所を含む⼀帯の中⼼市街地を都市核と位置づけ、広域的

な交流に資する集客施設をはじめ⾼次な都市サービス機能の重点的な配置を促進し、公

⺠連携による都市再⽣を進めていきます。 

 

（４）公民連携による駐車場、駐輪場の確保  

① 中⼼市街地における円滑な道路交通の確保のため、駐⾞場附置義務条例の適切な運⽤

を進めるとともに、公共交通の利⽤促進にも配慮しつつ、駐⾞場や駐輪場を適切に配置・

誘導 していきます。また、適切な駐輪場利⽤に向け、違法駐輪対策などのソフト施策を

検討します。 

 

方針１-２：活発な産業・観光交流を支える都市基盤をつくる 

（５）都市観光ルートの形成 

① 市域の観光地を円滑に回遊できる交通ネットワークとして、観光・リゾート核と市内

各所の観光地相互の路線強化や、観光地へのアクセス向上に資する道路整備を促進しま

す。  

 

方針２-１：将来にわたって快適に暮らせる都市基盤をつくる 

（３）円滑な移動を支える幹線道路ネットワークの整備 

① 都市間連携や都市の⼀体性の確保のため、公共交通網との連携を重視しながら、都市

間の移動や都市核や地域核、⽣活核間の連携強化に寄与する幹線道路網の整備を促進し

ます。 

 

（４）基幹的な公共交通機関の利用促進  

① まちづくりの軸となる利便性の⾼い公共交通網を形成するため、バス路線において

は、利⽤状況や受給バランスを考慮した運⾏本数やダイヤの設定、乗合タクシー等への転

換を含めた路線検討など、将来にわたって持続可能なバス路線の構築に向け取り組みま

す。  

② 鉄道・バス・定期航路など交通事業者の相互連携による取組（複数モード間の乗継・

乗換を考慮したダイヤ調整や集客、利便性向上策など）に対して⽀援を⾏います。 

 

＜地域づくりの基本方針＞  

方針１-１：身近な地域における生活利便性を維持する 

（２）地域内の円滑な移動を支える交通機能の充実  

① 交通事業者・地域・⾏政の三者連携のもと、予約制乗合タクシー等の新たな交通⼿段

の導⼊を通じて、域内の交通不便地区の解消や移動環境の向上に取り組みます。  

（出典）佐世保市都市計画マスタープラン 
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交通基盤整備の方針 

 

（出典）佐世保市都市計画マスタープラン 
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②佐々町都市計画マスタープラン（令和４年策定） 

 令和４年策定の佐々町都市計画マスタープランにおいては、下記の将来都市像やまちづ

くり方針のもと、公共交通関連については、公共交通機関として利⽤を促進、移動が困難な

⾼齢者などの交通⽀援を検討等が掲げられている。 

 

将来都市像とまちづくり方針 

 

 

（出典）佐々町都市計画マスタープラン 
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将来都市構造図 

 

（出典）佐々町都市計画マスタープラン 
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地域公共交通に係る方針 

（２）道路・交通の⽅針 

１）道路・交通の基本的な考え⽅ 

●公共交通の維持・充実と新たな交通体系の検討 本町には鉄道とバス路線が通ってお

り，運⾏本数も⽐較的多くなっています。これらの公共交通の利 便性を維持・充実さ

せていくとともに，公共交通が不便な地域における交通環境の維持・改善につい て，

地域のニーズを踏まえながら検討します。 

 

２）道路交通の方針 

●公共交通の維持・充実と新たな交通体系の検討  

・松浦鉄道やバス路線について，地域の重要な公共交通機関として利⽤を促進するとと

もに，⼟地利⽤の施策と連携し沿線における居住を促進することで，維持発展を図りま

す。  

・各集落における⽣活が維持できるよう，移動が困難な⾼齢者などの交通⽀援を検討し

ます。 

 

（出典）佐々町都市計画マスタープラン 

 

 

 

 

  



10 

 

佐々町では、都市計画マスタープラン策定にあたり町民アンケート調査（令和２年９月

実施）を実施している。公共交通に関しては、「列車やバスの運行本数」や「バスの運行

ルート」について、重要度、満足度とも比較的低い評価となっている一方、「バスや鉄道

などが利用しやすく、どこへでも出かけやすいまち」との回答が４番目に多くなってお

り、公共交通の利便性の確保が求められているものと考えられる。 

町⺠アンケート調査結果（都市計画マスタープラン）  

【居住地区の満⾜度・重要度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【佐々町の将来像】 

 

（出典）佐々町都市計画マスタープラン 

【満足度・重要度のポイント算出について】 

・1～22 の各項目について、満⾜度，重要度それぞれに、マイナス 2 点～プ

ラス 2 点の５段階での評価を行ってもらい、下記の算式から評価の平均

点を算出したもの 
 

  評価点の平均点＝各段階毎の（評価点×回答数）の合計÷有効回答数 



11 

 

（３）立地適正化計画 

①佐世保市立地適正化計画（令和５年策定） 

令和５年策定の佐世保市立地適正化計画においては、佐世保市都市計画マスタープラン

を踏まえ、市街化区域を対象として、「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」が設定さ

れている。都市機能誘導区域としては、都市核では佐世保中央（まちなか）、地域核では

相浦、大野、日宇、早岐に設定されている。 

公共交通に関しては、コンパクト・プラス・ネットワークの都市形成を図るため、都市

核や地域核といった拠点の再生と合わせ公共交通機関等による持続可能で効率的なネット

ワークの構築が重要であるとされており、誘導政策として、「佐世保駅周辺バスタプロジェ

クト（仮） 」や「地域核における交通結節機能と都市機能の再編整備」が掲載されている。 

居住誘導区域、都市機能誘導区域等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

居住誘導

区域 

・一定エリアにおいて人口密度を確保し、居住者の生活の利便性を保つために 必要なサー

ビスやコミュニティの維持を図るように居住を誘導する区域 

・生活に必要な商店や病院、子育て、福祉施設、行政機能等が集積し、バス停等からの距

離が近く、将来（R17）の時点で一定の人口密度（40 人/ha）が見込まれる範囲を対象に、

災害リスクに配慮して居住誘導区域を設定 

都市機能

誘導区域 

・商業、医療、福祉、子育て支援、教育、文化等の都市機能を都市の中心拠点 

や生活拠点に集約し、生活サービスが効率的に提供されるようにするために設定する区域 

・都市計画マスタープランに定める「都市核」、「地域核」を対象に、居住誘導区域内で都

市機能が集積している区域を「都市機能誘導区域」に設定 

水災害対

策強化促

進区域 

・拠点性が高い既成市街地の浸水想定区域には佐世保市独自の「水災害対策強化促進区

域」を設定し、垂直避難ができる民間の施設再生の支援等、都市再生に併せた水災害に強

いまちづくりを図る。 

 （出典）佐世保市立地適正化計画 
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誘導施策 施策⑥：交通結節機能とまちの再編（仮称） 

具体的な取組 概要 活用が想定される制度 

持続可能な地域公共交

通 

地域にとって望ましく、持続可能な公共交通

網の形成を図る。 

地域公共交通計画 

佐世保駅周辺バスタプ

ロジェクト（仮） ［都

市機能誘導区域］ 

多様な交通モードがつながる集約型の公共交

通ターミナルを、官民連携で整備するプロジ

ェクト。MaaS・スマートシティとの連携、他

の交通拠 点との連携、新たなモビリティと

の連携といった未来志向の取組や、防災・観

光拠点としての機能強化等を検討します。 

市街地再開発事業 

都市・地域交通戦略推

進事業 

地域核における交通結

節機能と都市機能の再

編整備 ［都市機能誘導

区域］ 

鉄道駅やバスターミナル機能などの再整備と

周辺まちづくりの機運が醸成された場合、再

開発事業等により誘導施設を含めた複合化と

交通結節機能の向上について検討します。 

市街地再開発事業 都

市・地域交通戦略推進

事業 

（出典）佐世保市立地適正化計画 
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２．地域公共交通の現状について 

（１）バス路線、鉄道等の現状 

対象区域内におけるバス路線、鉄道等に係る現状については以下のとおりである。 

区域内全域に路線バス路線が運行されているとともに、交通不便地区対策として、７地区

での予約制乗合タクシー、大野地区での「まめバス」（超小型バス運行）、中通・横尾・梅田・

保立 2組地区での「ふれあい号」（ジャンボタクシー運行）が導入されている。 

他の類似都市と比較すると、特に通勤・通学における乗合バスの分担率が高く、住民の日

常生活を支えている状況がうかがえる。 

 バス路線等の状況について 

 

江迎 

小佐々 

世知原 

吉井 

佐々BC 

佐世保駅 

ハウステンボス 

三河内 

針尾 

鹿町 

俵ヶ浦 

黒髪 

江上 

宮 

日宇 

中里皆瀬 

大塔 

柚木 

早岐 

大野 

相浦 

乗合バス路線 

予約制乗合タクシー 

まめバス（超小型バス運行） 

ふれあい号（ジャンボタクシー運行） 

鉄道 

離島航路 
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路線バス              松浦鉄道 

 

 

 

 

 

 

予約制乗合タクシー 

 

 

 

 

 

 

 

まめバス         ふれあい号（ジャンボタクシー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

離島航路 
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通勤・通学時における鉄道・電車の分担率（九州内主要都市、類似都市との比較） 

 

通勤・通学時における乗合バスの分担率（九州内主要都市、類似都市との比較） 

 
（出典）令和２年国勢調査 
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・佐世保市：10.8％ 

・佐々町：4.0% 

・佐世保市：3.7％ 

・佐々町：4.0% 
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（２）バス、鉄道に係るデータ分析 

交通事業者（西肥自動車、させぼバス、松浦鉄道）から令和５年６月における佐世保市内・

佐々町内での運行路線の乗降に係る ICカードデータ等の提供を受けるとともに、対象区域

を１km メッシュで区分することによって、地域別の乗降、利用状況に係る各種分析を実施

した。 

 

① メッシュ別の人口分布 

メッシュ別の人口分布を以下に示した。比較的人口が多い地区において、バス路線や鉄道

路線が設置されており、移動ニーズをカバーしていることがうかがえる。 

 

 人口分布（１kmメッシュ単位） 

 

（出典）国勢調査データより作成 
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就業者・通学者の分布（１kmメッシュ単位） 

 

（出典）国勢調査データより作成 
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② 停留所・駅別の乗降動向 

停留所・駅別の乗降客数の分布を以下に示した。 

バスについては、特に乗降客数の多い停留所は佐世保市の中心部に集中している。北部で

は佐々バスセンターの乗降客数が比較的多く、交通の拠点となっていることがうかがえる。 

 松浦鉄道についても、佐世保駅等の佐世保市中心部の駅の乗降が多いが、大学や左石等の

学校に近接する郊外部の駅の乗降も多く、通学等の移動に多く利用されている状況がうか

がえる。 

路線バス乗車数（平日・２社合計） 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）事業者提供データより作成 

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

1 佐世保駅前 佐世保市 佐世保中央 3,665 3,544 2,428 2,325

2 京町 佐世保市 佐世保中央 2,794 2,439 1,744 1,599

3 松浦町（公園入口） 佐世保市 佐世保中央 1,872 1,946 1,036 1,117

4 島瀬町 佐世保市 佐世保中央 1,214 1,087 726 687

5 佐世保市役所前 佐世保市 佐世保中央 1,403 1,390 287 240

6 戸尾町 佐世保市 佐世保中央 906 938 614 632

7 俵町 佐世保市 佐世保中央 691 659 396 339

8 谷郷町 佐世保市 佐世保中央 717 767 299 300

9 大野 佐世保市 大野 701 462 368 267

10 左石 佐世保市 大野 545 575 319 351

土日

路線バス合計

平日集約地域停留所名 所在地rank
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路線バス乗車数（土日・２社合計）

 
 

 

 

 

 

 

 

（出典）事業者提供データより作成 

 

 

 

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

1 佐世保駅前 佐世保市 佐世保中央 3,665 3,544 2,428 2,325

2 京町 佐世保市 佐世保中央 2,794 2,439 1,744 1,599

3 松浦町（公園入口） 佐世保市 佐世保中央 1,872 1,946 1,036 1,117

4 島瀬町 佐世保市 佐世保中央 1,214 1,087 726 687

5 佐世保市役所前 佐世保市 佐世保中央 1,403 1,390 287 240

6 戸尾町 佐世保市 佐世保中央 906 938 614 632

7 俵町 佐世保市 佐世保中央 691 659 396 339

8 谷郷町 佐世保市 佐世保中央 717 767 299 300

9 大野 佐世保市 大野 701 462 368 267

10 左石 佐世保市 大野 545 575 319 351

土日

路線バス合計

平日集約地域停留所名 所在地rank
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松浦鉄道乗車数（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）事業者提供データより作成 

 

 

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

1 佐世保 佐世保市 佐世保中央 559 527 406 378

2 大学 佐世保市 相浦 452 420 304 322

3 左石 佐世保市 大野 527 493 235 224

4 佐世保中央 佐世保市 佐世保中央 352 429 249 276

5 泉福寺 佐世保市 大野 370 373 150 149

6 上相浦 佐世保市 相浦 286 278 161 139

7 佐々 佐々町 （佐々町） 273 269 125 123

8 北佐世保 佐世保市 佐世保中央 233 231 110 107

9 清峰高校前 佐々町 （佐々町） 211 253 61 73

10 江迎鹿町 佐世保市 鹿町 210 201 48 45

平日 土日

松浦鉄道

rank 停留所名 所在地 集約地域



21 

 

 

 

 

松浦鉄道乗車数（土日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）事業者提供データより作成 

 

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

乗車
（人/日）

降車
（人/日）

1 佐世保 佐世保市 佐世保中央 559 527 406 378

2 大学 佐世保市 相浦 452 420 304 322

3 左石 佐世保市 大野 527 493 235 224

4 佐世保中央 佐世保市 佐世保中央 352 429 249 276

5 泉福寺 佐世保市 大野 370 373 150 149

6 上相浦 佐世保市 相浦 286 278 161 139

7 佐々 佐々町 （佐々町） 273 269 125 123

8 北佐世保 佐世保市 佐世保中央 233 231 110 107

9 清峰高校前 佐々町 （佐々町） 211 253 61 73

10 江迎鹿町 佐世保市 鹿町 210 201 48 45

平日 土日

松浦鉄道

rank 停留所名 所在地 集約地域
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③ メッシュ別の乗降動向 

1kmメッシュ別の乗降客数の分布を以下に示した。 

バスについては、50 人以上の乗降のあるメッシュは主に相浦～佐世保市中心部～早岐の

エリアに集中しており、郊外部においては、50 人以下のメッシュが多く、5人以下のメッシ

ュも多い。 

松浦鉄道については、バスと比較してメッシュ間の差異は少なく、郊外部においても概ね

50 人以上となっている 

 

路線バス乗車数（平日・２社合計、１km メッシュ単位での集計） 

 

（出典）事業者提供データより作成 
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路線バス乗車数（土日・２社合計、１km メッシュ単位での集計） 

 

（出典）事業者提供データより作成 
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松浦鉄道乗車数（平日、１kmメッシュ単位での集計） 

 

（出典）事業者提供データより作成 
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松浦鉄道乗車数（土日、１kmメッシュ単位での集計） 

 

（出典）事業者提供データより作成 
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④ 停留所・駅間の利用動向 

路線バス及び鉄道の停留所・駅間の利用動向について以下に示した。 

バスについては、区域内各地から世保市中心部への利用が多いことが見受けられるが、江

迎、吉井、佐々バスセンター、世知原、早岐等の地域核や生活核に向かう利用も明確にみら

れ、こうした地区が地域における交通移動の拠点として機能している様子がうかがえる。 

 松浦鉄道についても、佐世保市中心部への利用が多いが、左石、大学等の中間駅への利用

も多くみられる。 

路線バス・停留所間の１日当たり利用者数（平日、２社合計） 

 

 

 

 

 

 

（出典）事業者提供データより作成 

乗車地 降車地
平日

（人/日）
土日

（人/日）

1 京町 佐世保駅前 213 149

2 佐世保駅前 京町 205 141

3 佐世保市役所前 佐世保駅前 275 64

4 佐世保駅前 佐世保市役所前 232 44

5 松浦町（公園入口） 佐世保駅前 135 111

6 佐世保駅前 大宮市場下 107 75

7 佐世保駅前 島瀬町 106 75

8 佐世保駅前 松浦町（公園入口） 93 83

9 佐世保市役所前 京町 131 28

10 島瀬町 佐世保駅前 85 65

路線バス合計
rank

バス停
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路線バス・停留所間の１日当たり利用者数（土日、２社合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （出典）事業者提供データより作成 

 

 

  

乗車地 降車地
平日

（人/日）
土日

（人/日）

1 京町 佐世保駅前 213 149

2 佐世保駅前 京町 205 141

3 佐世保市役所前 佐世保駅前 275 64

4 佐世保駅前 佐世保市役所前 232 44

5 松浦町（公園入口） 佐世保駅前 135 111

6 佐世保駅前 大宮市場下 107 75

7 佐世保駅前 島瀬町 106 75

8 佐世保駅前 松浦町（公園入口） 93 83

9 佐世保市役所前 京町 131 28

10 島瀬町 佐世保駅前 85 65

路線バス合計
rank

バス停
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松浦鉄道・駅間の１日当たり利用者数（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）事業者提供データより作成 

 

  

乗車地 降車地
平日

（人/日）
土日

（人/日）

1 佐世保 大学 98 112

2 大学 佐世保 92 98

3 佐世保 左石 81 44

4 大学 佐世保中央 65 57

5 左石 佐世保 72 42

6 左石 大学 69 42

7 大学 左石 73 38

8 佐世保 上相浦 64 47

9 佐世保 泉福寺 72 39

10 佐世保中央 大学 51 59

rank
鉄道駅 松浦鉄道
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松浦鉄道・駅間の１日当たり利用者数（土日） 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）事業者提供データより作成 

 

  

乗車地 降車地
平日

（人/日）
土日

（人/日）

1 佐世保 大学 98 112

2 大学 佐世保 92 98

3 佐世保 左石 81 44

4 大学 佐世保中央 65 57

5 左石 佐世保 72 42

6 左石 大学 69 42

7 大学 左石 73 38

8 佐世保 上相浦 64 47

9 佐世保 泉福寺 72 39

10 佐世保中央 大学 51 59

rank
鉄道駅 松浦鉄道
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⑤ 人口一人当たりの乗降動向 

1km メッシュ別の人口一人当たり乗降客数（バス・鉄道利用率）の分布を以下に示した。 

平日のバスについては、0.1人以上のメッシュが相浦～佐世保市中心部～早岐のエリアに

集中しており、比較的バス利用率が高いことがうかがえる一方、郊外部においては、0.05以

下のメッシュも多く、バス利用率が相対的に低い傾向がみられる。 

  

路線バス・人口一人当たり乗車数（平日・２社合計、１kmメッシュ単位） 

 

（出典）事業者提供データ、国勢調査データより作成 
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路線バス・人口一人当たり乗車数（土日・２社合計、１kmメッシュ単位） 

 

（出典）事業者提供データ、国勢調査データより作成 
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松浦鉄道・人口一人当たり乗車数（平日、１kmメッシュ単位） 

 

（出典）事業者提供データ、国勢調査データより作成 
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松浦鉄道・人口一人当たり乗車数（土日、１kmメッシュ単位） 

 

（出典）事業者提供データ、国勢調査データより作成 
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３．関連施策の進捗等について 

 

佐世保市における佐世保市地域公共交通網形成計画の進捗状況について（令和５年８月

時点）は、次頁図表のとおりである。 

概況については以下のとおりである。 

・「離島を除く地域拠点（都市核・地域核・生活核）が鉄道又は路線バスで結ばれている」

割合については 100％を維持しているが、「通勤・通学における公共交通（鉄道・バス

等）の利用率（分担率）」については、減少傾向である。 

・交通不便地区対策の実施個所や複数の交通モード間の連携策については目標には達し

ていないが徐々に増加しているところである。今後のより一層の充実が求められる。 

・「乗合バス路線における実車走行キロあたり利用者数」（運行効率を表す指標）につい

ては、当初は増加傾向にあったもののコロナ過による乗降客数減の影響等もあり、そ

の後減少しており、運行効率性を高める必要性がある。また、「乗合バス事業の収支

率（経常収益÷経常費用、補助金を除く）」についても、コロナ過の影響等もあり、

近年は大きく悪化しており、改善が求められる。 

・「地域が連携して企画・実現した利用促進の取り組みの数」についてはあまり増加し

ておらず、今後の活性化が求められる。 
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佐世保市地域公共交通網形成計画における目標達成状況について（令和５年９月時点） 
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４．公共交通を取り巻く環境変化等について 

 

（１）環境変化 

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の推計によると、令和 17 年には⼈⼝が 21.5 万⼈程度と

なることが予想され、令和 7年と比較して約 2.5万⼈減少することが⾒込まれる。また、15 

歳未満の年少⼈⼝⽐率は令和 17年に 10.8％まで減少し、少子化が進行すると予想されてい

る。⾼齢者数は 令和 2年にピークに達し、その後減少に転じるが、⾼齢化率は、令和 17年

には 35.9％まで上昇し、3⼈に 1 ⼈が⾼齢者となるものと予想される。 

人口減や少子化、高齢化の進行により、人々の移動需要が減少するとともに、働き手とな

りうる生産年齢人口の減少により、昨今問題化している労働力不足がより深刻になる可能

性もある。 

 

人口の将来推計（佐世保市及び佐々町の合計） 

 

（出典）総務省「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

  

 

 

 

 

38,081 36,210 33,925 29,702 25,690 23,110 21,867

166,403
155,102

141,448
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114,543
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70,216
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81,299
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75,780

0
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100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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推計値

274,700 269,065
257,135

240,162
227,431

214,586
201,684
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人口の将来推計（佐世保市） 

 

（出典）総務省「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

人口の将来推計（佐々町） 

 

（出典）総務省「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

  

35,830 34,007 31,604 27,430 23,704 21,382 20,244

157,995
147,218

133,786
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189,500

2,252 2,203 2,321 2,272 1,986 1,728 1,623
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7,328

7,038
6,466
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

推計値

13,599 13,626 13,912 13,925
13,400

12,802
12,184
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（２）公共交通事業の状況について 

近年のバス及び鉄道事業の概況について下図表にて示した。 

 バス事業については、佐世保市交通局の廃止に伴うバス事業の統合が実施されたが、その

後、バス・鉄道ともにコロナ禍の影響によりここ数年の需要は低迷している状況にある。 

近年、バス・鉄道ともに需要はやや回復しつつあるものの、コロナ禍以前の需要は見込め

ない状況にある。また、特にバス事業において、近年の労働力不足を反映して運転士の確保

が困難になっていること等も影響して、実車走行キロは横ばいから減少の状況にある。 

 こうした状況を踏まえ、近年では、バス・鉄道事業とも収支率はマイナスの状況が続いて

おり、厳しい経営環境にあることがうかがえる。 

 

乗合バス事業（西肥自動車、させぼバス）、鉄道事業（松浦鉄道）の状況 

 

（出典）各社提供資料より作成 

（注）西肥バスは佐世保市・佐々町内を運行する本土乗合の系統の合計値 
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（３）乗合バスの将来需要推計 

バス事業者から提供された交通 ICカードデータ（2023年６月の１ヶ月分）を用いて、１km

メッシュごとのメッシュ内停留所における乗降客数の集約、及びメッシュ単位での将来人

口推計を行い、メッシュ単位での将来乗降客数の推計を行った。 

 

メッシュ単位での ICカードデータの集約・活用に係るフロー 
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なお、コーホート要因法によるメッシュ単位での人口推計の結果については以下のとお

り（2025年から 2035年の増減数、増減率）であり、区域内の一部地区を除いた多くのメッ

シュにおいて今後人口は減少するものと推計されている。現状の 60％以下（４割減以上）

となるメッシュもあり、輸送の担い手がいなければ、今後はより不便地区対策等の必要性が

高まる可能性もある。 

 

人口増減数（2025年→2035年） 

 

 

（出典）国勢調査データを用いた推計結果 
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人口増減率（2025年→2035年） 

 

（出典）国勢調査データを用いた推計結果 
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2025年以降、2035年までのバス乗降者数推計値（メッシュ単位での推計値）の区域内で

の合計については以下のとおりである。 

各メッシュの人口減少等の影響を踏まえ、2025 年以降、継続して乗合バス乗降者数は減

少する推計結果となっている。 

 

乗合バスの将来需要推計 

 

 

 

  

2022年 2025年 2030年 2035年

系列1 34,712 34,131 33,029 31,807

0
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（人）
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（４）今後の収支見通し等ついて 

以上の結果を踏まえて、乗合バス事業の将来収支を算定した。算定の根拠については以下

のとおりである。 

算定の根拠 

項目 算定の考え方 出所 

経常収入 

・ 佐世保市・佐々町における 1km メッシュ別

の将来人口推移を基に、エリア毎の将来輸

送人員を算出 

・ 上記エリア毎の将来輸送人員の積み上げ式

で全体の将来輸送人員を算出 

・ 国土数値情報 1km メッシュ別

将来推計人口データ（H30 国政

局推計）（shape 形式版） 

経常費用 

・ 全国乗合バス事業者における経常費用の平

均構成比率を基に、2022 年経常費用の内訳

を推計 

・ 経常費用の構成比率は、人件費 59%、車両修

繕費 7%、車両償却費 5%、燃料油脂費 9%、そ

の他諸経費 20%と設定 

・ 経常費用の平均構成比率：公益

社団法人日本バス協会「2022年

度版（令和 4 年度）日本のバス

事業」 

 

人件費 

・ 2022 年度の人件費を基に平均年収を算出 

・ 直近 5 年間の全国運転者数推移を基に、従

業員（運転士）が毎年 0.88%減少すると仮定

し、将来従業員（運転士）数を算出 

・ 中小企業における直近 5 年間の平均賃上げ

率から毎年 2.13%の賃上げが実施されると

仮定 

・ 将来従業員数と賃上げ率を考慮して将来人

件費を算出 

・ 現在従業員数：各社 HP・提供デ

ータ 

・ 将来従業員数（従業員の年平均

減少率）：公益社団法人日本バ

ス協会「2022 年度版（令和 4年

度）日本のバス事業」 

・ 賃上げ率：内閣官房「新しい資

本主義実現本部事務局 基礎

資料（令和 5 年 8 月 31 日）」  

車両修繕費 

・ 2022 年度の 1 人平均乗車キロ・平均乗車密

度を用いて、将来輸送人員に応じた将来実

車走行キロ・必要車両数を算出 

・ 直近 5 年間の物価上昇率から毎年 1.2%の物

価上昇が実施されると仮定 

・ 将来車両数と物価上昇率を考慮して将来車

両修繕費を算出 

・ 車両数：各社 HP・提供データ 

・ 物価上昇率：総務省統計局 HP 

車両償却費 
・ 物価上昇率を考慮して将来車両償却費を算

出 
・ 物価上昇率：総務省統計局 HP 

燃料油脂費 
・ 将来実車走行キロと物価上昇率を考慮して

将来燃料油脂費を算出 
・ 物価上昇率：総務省統計局 HP 

諸経費 ・ 物価上昇率を考慮して将来諸経費費を算出 ・ 物価上昇率：総務省統計局 HP 
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試算にあたっては次の２パターンを設定した。 

①運賃据え置きパターン 

• 2022年度における 1人あたり運送収入が維持されると仮定 

②運賃値上げパターン 

• 5年毎（2025・2030・2035年）に運賃を 10%値上げすると仮定 

• 但し、運賃値上げによる輸送人員への影響は考慮しない 

 

以上を踏まえた、乗合バスについての今後の収支見通しについては以下のとおりである。 

物価変動等に応じた運賃改定ができない場合、今後は一貫して収支率が低下する結果と

なった。 

 

今後の収支率の推計結果 

 

 

  

2022 2025 2030 2035

運賃据え置き 85 81 74 67

運賃値上げ 85 89 89 89

60

65

70

75

80

85

90

95

100

（
%）

将来収支率_バス事業
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下表では、直近 5年間の全国の運転士数推移を基に従業員（運転士）が毎年 0.88%減少す

ると仮定した場合における供給可能な輸送総量（＝実車走行キロ①）、及び将来需要分の輸

送を確保するための輸送総量（＝実車走行キロ②）を算出し、双方を比較した。これによる

と、2025 年以降、実車走行キロ①は実車走行キロ②を下回っており、常に輸送需要に対し

て運転士が不足する状況が続く。上記の前提以上に運転士の確保が進まない場合、さらにこ

の不足分の幅は大きくなり、需要に対して十分な供給ができない状況となる。 

官民連携による運転士確保に向けた取組みや、効率的・効果的なバス運行への改善、連節

バス導入をはじめとする輸送効率の向上等について、検討・導入する必要がある。 

• 実車走行キロ①：将来運転者数から推計した理論上確保可能な実車走行キロ 

• 実車走行キロ②：将来需要分の人員輸送のために最低限確保すべき実車走行キロ 

 

供給可能な輸送総量の検証 

 

 

年度 
運転士数 

2022年度比（%） 
実車走行キロ① 実車走行キロ② 

*不足便数/年 

（便） 

2022 - 100 100 - 

2025 97 97 98 1,893 

2030 93 93 95 3,892 

2035 89 89 91 4,703 
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（参考）バス運転者の推移及び今後の不足見込みについて(全国) 

 

 

（出典）公益社団法人 日本バス協会「国土幹線道路部会 ヒアリング資料（令和 5 年 10月 5 日）」 
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５．問題点及び課題の整理 

 

（１）需要減少等に対応した効率的・効果的な公共交通ネットワークの形成 

・対象区域では、乗合バス路線や鉄道を中心とした密な公共交通ネットワークが形成

されており、市民・町民の生活を支えている状況、公共交通分担率も比較的高い。 

  ・佐世保市・佐々町のまちづくりの骨格となる基幹系統をベースに、離島航路等との接

続を含めたネットワークの維持・向上を図る必要がある。 

  ・一方、人口減や高齢化の進行、事業者の収支悪化、運転士不足等も踏まえ、効率的、

効果的なネットワークを形成していく視点が不可欠である。 

  ・地域核（地域拠点）、生活核（生活拠点）等が地域における交通の拠点として機能し

ていることも踏まえ、地域核や生活核を結ぶ基幹、補完系統を維持・充実する一方、

地域核、生活核をベースとした地域におけるフィーダー的な交通サービスの導入や

乗継による輸送確保など運行の効率化を図る必要がある。 

  ・基幹系統においても需要減や運転士不足等の環境変化に対応した効率的、効果的なサ

ービスの導入等を検討する必要性がある。（連節バス導入、快速系統の設置等） 

  

 

（２）地域における様々な資源の有効活用、連携の推進 

・今後のメッシュ別の人口予測では、郊外部においては現状の 60％以下（４割減以上）

となる地区もあり、輸送の担い手がいなければ、今後はより不便地区対策等の必要性

が高まる可能性もある。 

  ・交通不便地区や、上記の地域核、生活核をベースとしたフィーダー的なサービス、ラ

ストランマイル的なサービスについては、一般的には採算性が低く、地域資源を有効

に活用したり、医療・福祉や教育、商業等の異業種との連携を進めるなど、効率的、

効果的なサービスの導入検討が不可欠となる。 

・観光地を円滑に回遊できる交通ネットワークの形成を目指して、観光エリアやリゾ

ート施設、離島等と市・町内の各拠点を結ぶ路線の充実や乗換・乗継利便性の向上、

観光施設等と連携した利用促進等の取り組み等を推進する必要がある。（佐世保市：

九十九島パールシーリゾート、ハウステンボス、佐々町：皿山公園など） 

 

 

（３）地域公共交通を担う体制の維持・強化 

  ・人口の減少、コロナ過の影響により需要が低減しており、今後も需要減少の見通し。 

・運転士不足により路線維持が困難となりつつある状況であるが、生産年齢人口の減少

等により状況が悪化する可能性も。人件費や物価高騰等による費用の増加も見込ま
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れるところ。 

・交通事業者の収支状況がより悪化し、公共交通事業を取り巻く環境が厳しさを増す可

能性がある。適切な料金改定等を含めた収支改善を図る必要がある。 

・今後、運転士不足はさらに深刻になる可能性が大きい。官民連携による運転士確保に

向けた取組みや、効率的・効果的なバス運行への改善、連節バス導入をはじめとする

輸送効率の抜本的な向上策等について検討する必要がある。 

・交通事業者の市民生活を支える公共的な役割も踏まえ、事業者の有する運行や経営に

係るノウハウを最大限に発揮しながら、事業継続が可能な環境を官民連携により形

成する必要性がある。バスと鉄道との連携や適切な役割分担等の検討も必要となる。 

 

 

（４）利便性向上や利用促進の推進 

  ・市民・町民にとって利便性の高い公共交通サービスの実現や利用環境の整備を図る

ことが不可欠である。 

  ・佐世保駅前や地域核（地域拠点）、生活核（生活拠点）における乗換・乗継利便性

の向上や、ICT／DX技術等も活用した各種案内や情報提供の推進、観光客を含めた

内外の利用者に対するホスピタリティの向上など、官民連携で推進する必要性があ

る。 

  ・区域内の各地区ごとに公共交通の利用率が大きく相違している状況も見受けられた

が、地区ごとの交通環境や利用者ニーズ等に的確に対応した利便増進策を検討・実

施することが求められる。 
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６．地域公共交通計画 

 

（１）計画の前提 

①計画の位置づけ 

各種上位計画を踏まえながら、コンパクトなまちづくりや利便性の高い公共交通ネッ

トワークの充実が図られるとともに、地域公共交通事業の持続可能性が担保された、移動

しやすく住みやすい地域社会の実現を目指す。 

 

②計画の期間  

10 年間を展望して、５年間とする。 

 

③計画の区域 

佐世保市、佐々町 

 

 

（２）基本方針  

①公共交通ネットワークの方向性 

 本計画区域における公共交通ネットワークを構成する路線及び拠点のタイプ、役割等

については以下のとおりである。 

 

ネットワークを構成する路線等のタイプと役割（イメージ） 

タイプ 役割 該当する路線等 

広域幹線 鉄道 ・主要都市軸を形成し、区域外と区

域内、および区域内の「都市核」、

「地域核」、「生活核」を結ぶ。  

・区域内外との広域的な移動や、通

学をはじめとした区域内の移動を

担う。 

・ＪＲ九州佐世保線 

・ＪＲ九州大村線 

・松浦鉄道 

バス路線 ・主要都市軸を形成し、区域外と区

域内、および区域内の「都市核」、

「地域核」、「生活核」を結ぶ。  

・区域内外との広域的な移動や、通

学をはじめとした区域内の移動を

担う。 

・佐世保駅前～吉井（妙観寺経由） 

・吉井～佐世保駅前（知見寺経由） 

・伊万里駅前～佐世保駅前 

・佐々バスセンター～江迎 

・嬉野バスセンター～佐世保駅前 

・嬉野医療センター～佐世保駅前 

・佐世保駅前～世知原 

・佐世保駅前～松浦駅前 

・佐世保駅前～平戸桟橋 

・西海橋西口～総合医療センター入口 

・西海橋西口～西高校入口 
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航路 ・区域内と区域外の離島との結ぶ 

・区域外との広域的な移動を担う 

・佐世保～上五島航路（宇久

島を除く） 

・佐世保～大島・池島航路 

・佐世保～横瀬・川内航路 

・佐世保～相浦～津吉航路 

基幹的な

バス路線 

タイプ１ ・主要都市軸を形成し、「都市核」と

「地域核」を結ぶ。  

・区域内のバス交通を中心とした公

共交通網の基幹となる。  

・需要が多く、区域全体の公共交通

ネットワークを経営的にも下支え

する。 

・佐々バスセンタ～中里皆瀬

～大野～佐世保駅前～早岐 

・相浦～日野～佐世保 駅前

～早岐 

タイプ２ ・主要都市軸を形成し、「地域核」や

交通結節点と「生活核」を結ぶ。  

・区域内のバス交通を中心とした公

共交通の基幹となる。 

・江迎～吉井～佐々バスセン

ター 

・中里皆瀬～相浦 

・大野～柚木 

・早岐～江上～針尾 

・早岐～三川内 等々 

補完的な

バス路線 

タイプ１ ・都市核、地域核と周辺住宅地の間

の移動手段  

・補完的な役割（フィーダー的役

割）を担う。 

・天神、十郎原団地線 

・山祇線 ・木風線 

・山手循環線  

・花高団地線  等々 

タイプ２ ・主に「生活核」どうしを結ぶ。  

・補完的な役割（フィーダー的役

割）を担う。 

・江迎～鹿町～小佐々～佐々 

タイプ３ ・生活核と周辺集落の間の移動を担

う。 

・補完的な役割（フィーダー的役

割）を担う。 

・大野地区 

・宇久地区  等々 

地域に密着した移動

サービス 

・生活核と周辺集落の間の移動や、

地区内の移動などを担う。 

・交通不便地区等（予約運行

制乗合タクシー、定期運行

型乗合タクシー） 

離島航路 ・区域内の都市核、生活核と離島の

生活核、及び区域外の間の移動を

担う。 

・佐世保～上五島航路（宇久

島） 

・相浦～黒島・高島航路 
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区域内の拠点等（イメージ） 

拠点のタイプ 
該当する区域等 

佐世保市 佐々町 

都市核 － 佐世保中央 

地域核 

（市街地／郊外） 

都市拠点 佐々、相浦、大野、日宇、早岐 

生活核 生活拠点 江迎、吉井、神田、小浦、鹿町、小佐

々、世知原、中里皆瀬、柚木、江上、針

尾、三川内、宮、黒島、宇久 

（観光リゾート核） 自然・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点 九十九島、ハウステンボス、皿山公園等 

（主要都市軸） 工業拠点 佐々工業団地 

 

区域内の拠点、及びバス路線のタイプ 

 

江迎 

鹿町 

吉井 

世知原 

柚木 
大野 

小佐々 

佐々 

日宇 

早岐 

三川内 

江上 

宮 針尾 

中里皆瀬 

佐世保中央 

都市核 

地域核 

生活核 

基幹的なバス路線（タイプ

基幹的なバス路線（タイプ

補完的なバス路線（タイプ

補完的なバス路線（タイプ

補完的なバス路線（タイプ

鉄道路線 

離島航路 

相浦 
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公共交通ネットワーク 

（広域幹線（バス路線）や地域に密着した移動サービス（乗合タクシー等）） 

 

 

  

佐世保駅前 

世知原 

江迎 

⑫佐世保駅前～吉井（知見寺） 

②佐世保駅前～世知原（菰田） 

③佐世保駅前 

～伊万里 

④佐々バスセンター～江迎 

⑦佐世保駅～松浦駅前 

吉井 

⑧佐世保駅～平戸桟橋 

⑨・⑩西高校入口・総合医療センター入口 

～西海橋西口 

①佐世保駅前～吉井 

⑪針尾小学校前～重尾 

㉕【江迎地区】 

㉔【小佐々・浅子地区】 

㉒【世知原地区】 

㉖【吉井地区】 

㉓【三川内地区】 

㉘【黒髪地区】 

㉗【柚木地区】 

⑲【中通地区】 

⑰・⑱【大野地区】 

佐々バスセンター 

⑳・㉑【日宇地区】 

宇久 

⑬向江分駐在所前～本飯場 

⑭向江分駐在所前～木場 

⑮向江分駐在所前～本飯場（啓寿園入口経由） 

⑯向江分駐在所前～木場（啓寿園入口経由） 

 

⑤・⑥嬉野バスセンター・嬉野医療 

センター～佐世保駅前 
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公共交通ネットワーク 

（広域幹線（バス路線）や地域に密着した移動サービス（乗合タクシー等））① 

No 事業者名 系統名 起点 終点 運行態様 補助事業の活用 

① 西肥自動車㈱ 吉井妙観時線 佐世保駅前 吉井 路線定期運行 幹線補助 

② 西肥自動車㈱ 世知原菰田線 佐世保駅前 世知原 路線定期運行 幹線補助 

③ 西肥自動車㈱ 佐世保伊万里線 伊万里駅前 佐世保駅前 路線定期運行 幹線補助 

④ 西肥自動車㈱ 楠泊線 佐々バスセンター 江迎 路線定期運行 
幹線補助 

減価償却費補助 

⑤ 西肥自動車㈱ 佐世保嬉野線 嬉野バスセンター 佐世保駅前 路線定期運行 幹線補助 

⑥ 西肥自動車㈱ 佐世保嬉野線 嬉野医療センター 佐世保駅前 路線定期運行 幹線補助 

⑦ 西肥自動車㈱ 佐世保松浦線 佐世保駅前 松浦駅前 路線定期運行 
幹線補助 

減価償却費補助 

⑧ 西肥自動車㈱ 佐世保平戸線 佐世保駅前 平戸桟橋 路線定期運行 
幹線補助 

減価償却費補助 

⑨ 西肥自動車㈱ 佐世保西海橋線 西海橋西口 
総合医療セ

ンター入口 
路線定期運行 

幹線補助 

減価償却費補助 

⑩ 西肥自動車㈱ 佐世保西海橋線 西海橋西口 西高校入口 路線定期運行 幹線補助 

⑪ 西肥自動車㈱ 口木線 重尾 針尾小学校前 路線定期運行 市単独補助 

⑫ 西肥自動車㈱ 知見寺線 吉井 佐世保駅前 路線定期運行 幹線補助 

 

 

 

 

 

 

  



54 

 

 

 

公共交通ネットワーク 

（広域幹線（バス路線）や地域に密着した移動サービス（乗合タクシー等））② 

No. 事業者名 系統名 起点 終点 運行態様 補助事業の活用 

⑬ 宇久観光バス㈱ 宇久線（第 1 号） 向江分駐所前 本飯良 路線定期運行 市単独補助 

⑭ 宇久観光バス㈱ 宇久線（第 2 号） 向江分駐所前 木場 路線定期運行 市単独補助 

⑮ 宇久観光バス㈱ 宇久線（第 3 号） 向江分駐所前 
本飯良 

（啓寿園入口経由） 

路線定期運行 

路線不定期運行 
市単独補助 

⑯ 宇久観光バス㈱ 宇久線（第 4 号） 向江分駐所前 
木場 

（啓寿園入口経由） 

路線定期運行 

路線不定期運行 
市単独補助 

⑰ 西肥自動車㈱ 
岩下洞穴・瀬戸越

団地線 
岩下洞穴前 大野モール 路線定期運行 

フィーダー系補助 

減価償却費補助 

⑱ 西肥自動車㈱ 才牟田線 上楠木公民館 大野モール 路線定期運行 市単独補助 

⑲ ラッキー自動車㈱ 
ふれあい号 

（中通地区） 
北地区公民館 俵町商店街 路線定期運行 市単独補助 

⑳ 国際タクシー㈱ 
すずかけ 

（日宇地区） 
日宇支所前 黒髪バス停 路線定期運行 市単独補助 

㉑ 国際タクシー㈱ 
すずかけ 

（日宇地区） 
日宇支所前 

大和町経由 

日宇支所前 
路線定期運行 市単独補助 

㉒ ㈲世知原タクシー 世知原地区 世知原地区内 区域運行 市単独補助 

㉓ ㈱SHIROYAMA 三川内地区 三川内地区内 区域運行 市単独補助 

㉔ 大和タクシー㈱ 小佐々・浅子地区 小佐々・浅子地区内 区域運行 市単独補助 

㉕ 大和タクシー㈱ 江迎地区 江迎地区内 区域運行 市単独補助 

㉖ 大和タクシー㈱ 吉井地区 吉井地区内 区域運行 市単独補助 

㉗ ラッキー自動車㈱ 柚木地区 柚木地区内 区域運行 市単独補助 

㉘ 観光タクシー㈱ 黒髪地区 黒髪地区内 区域運行 市単独補助 
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②公共交通ネットワーク形成の基本方針 

各種上位計画を踏まえながら、コンパクトなまちづくりや利便性の高い公共交通ネッ

トワークの充実が図られるとともに、地域公共交通事業の持続可能性が担保された、移動

しやすく住みやすい地域社会の実現を目指す。 

 

基本方針１：まちづくりの骨格となる利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

乗合バス路線や鉄道を中心とした密な公共交通ネットワークが形成されている本計

画区域において、まちづくりの骨格となる基幹系統をベースに、地域核や生活核を結

ぶ補完系統や、地域核、生活核をベースとした地域におけるフィーダー的な交通サー

ビスや拠点の整備、離島航路等との接続を含めた公共交通ネットワークの維持・向上

を図ることにより、需要減や運転士不足等の環境変化に対応した効率的、効果的なサ

ービスの導入等を推進する。 

 

基本方針２：複数モードの連携や新たなモード導入等により公共交通ネットワーク全体

の利便性を確保 

交通不便地区や地域核（地域拠点）、生活核（生活拠点）をベースとしたフィーダー

的なサービス、ラストランマイル的なサービスについて、地域資源を有効に活用した

り、医療・福祉や教育、商業等の異業種との連携を進めるなど、効率的、効果的なサ

ービスの導入を推進する。 

 

基本方針３：持続可能な地域公共交通事業の実現 

交通事業者の収支状況悪化や運転士不足の深刻化など、公共交通事業を取り巻く環

境が厳しさを増すなか、官民連携による運転士確保に向けた取組みや、効率的・効果

的なバス運行への改善を図るとともに、交通事業者の市民生活を支える公共的な役

割も踏まえ、事業者の有する運行や経営に係るノウハウを最大限に発揮しながら、事

業継続が可能な環境を官民連携により形成する。 

 

基本方針４：公共交通の利用促進・需要創造の推進 

佐世保駅前や地域核（地域拠点）、生活核（生活拠点）における乗換・乗継利便性

の向上や、ICT／DX技術等も活用した各種案内や情報提供の推進、観光客を含めた

内外の利用者に対するホスピタリティの向上などを推進するとともに、地区ごとの

交通環境や利用者ニーズ等に的確に対応した利便増進策を検討・実施する。 
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（３）目標設定 

下記のとおり、４つの基本方針において、指標及び目標値を設定する。 

基本方針 内容 目標 指標 現状 目標値 

基本方針１ まちづくり
の骨格とな
る利便性の
高い公共交
通ネットワ
ークの形成 

地域拠点（都市
核・地域核・生
活核）が鉄道、
路線バス等で結
ばれている割合
を維持する 

他拠点と鉄道、
路線バス等で結
ばれている地域
拠点の割合 

100% 100% 
（全ての地域拠点にお
いて、他拠点と鉄道、
路線バス等で結ばれて
いる状態を目指す） 

基本方針２ 複数モード
の連携や新
たなモード
導入等によ
り公共交通
ネットワー
ク全体の利
便性を確保 

交通不便地区に
おいて、複数モ
ードの連携や新
たなモード導入
等によって対策
が実施されてい
る 

今後、路線バス
運行の見直し等
によって交通不
便地区となる地
区において、複
数モードの連携
や新たなモード
導入等によって
対策が実施され
ている地区の割
合 

100％ 
※現在は７地区

での予約制乗合

タクシー、大野地

区での「まめバ

ス」、中通・横尾・

梅田・保立 2 組地

区での「ふれあい

号」を導入 

100％ 
（今後、路線バス運行
の見直し等によって交
通不便地区となる全て
の地区において、複数
モードの連携や新たな
モード導入等によって
対策が実施されている
状況を目指す） 

基本方針３ 持続可能な
地域公共交
通事業の実
現 

「乗合バス路線
における実車走
行キロあたり利
用者数」（運行効
率を表す指標）
を維持・増加さ
せる 

乗合バス路線に
おける実車走行
キロあたり利用
者数 

1.57人 
/走行キロ 
（2022年度） 

1.66人／走行キロ 
（コロナ禍前の乗合バ
ス路線における実車走
行キロあたり利用者数
の水準を目指す） 

「鉄道事業及び
乗合バス事業の
収支率」を改善
する 

鉄道事業及び乗
合バス事業の収
支率（補助金含
む） 

85％ 
（2022年度） 

100％ 
（鉄道事業及び乗合バ
ス事業について収支バ
ランスが取れている状
況を目指す） 

「公共交通への
公的資金投入」
の適正化を図る 

公共交通への公
的資金投入額 

166,875千円 
（2023 年度予
算額） 

2023年度額から 
10％増額した額 

（※現時点での仮設定） 

（事業者の収支改善や
必要な事業への公的資
金投入について、現行
より 10％増額以内とす
ることを目指す） 

基本方針４ 公共交通の
利用促進・
需要創造の
推進 

人口一人当たり
佐世保市内・
佐々町内の鉄道
及び乗合バス乗
降客数を維持・
向上する。 

人口一人当たり
佐世保市内・
佐々町内の鉄道
及び乗合バス輸
送人員 

54.4乗車/人 
（2022年度） 

66.1乗車／人 
（コロナ禍前の水準を
目指す） 
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（４）地域公共交通計画における施策体系 

施策体系 

基本方針 施策（下線箇所は新たに導入する施策案） 実施概要 実施主体 

まちづくりの骨格と

なる利便性の高い公

共交通ネットワーク

の形成 

 幹線・支線ネットワ

ークの構築 

・バス路線の「幹線（基幹的な路線）」「支

線（補完的な路線）」の仕分け・サービス基

準設定 

市内バス路線の「基幹的な路線」「補完的な路線」の仕分け、および各路線タイ

プの役割や整備方針に基づいたサービス基準の設定・見直しを行う。 

バス事業者、自治体 

基幹的な路線の利便性

改善 

・基幹的な路線での運行の改善 基幹的なバス路線について、運行を等間隔化するなど、利用しやすい運行に改善

する。 

バス事業者 

・（連節車両等の導入等による）基幹的な路

線の運行効率の向上 

基幹的なバス路線について、連節バスの導入や快速バスの運行等について検討を

行うなど、運行効率の向上及び利便性・速達性の改善に向けた取り組みを推進す

る。 

バス事業者、自治体 

市民ニーズに対応した

補完的な路線の見直し 

・補完系統の輸送サービスの改善 補完的なバス路線について、通院時間帯において病院を経由するなど、時間帯別

の需要・供給バランスを踏まえた、系統・ダイヤ等の改善を図る。比較的需要の

多い路線においては、等間隔運行の導入を検討する。 

バス事業者 

・交通不便地区対策の充実（住宅地、郊外） ・道幅の狭い市街地内・周辺の住宅地など、比較的需要の多い交通不便地区で

は、超小型バスの導入や既存の補完的な路線の延長・迂回等による対応を検討す

る。 

・郊外の過疎地域など需要の少ないエリア（赤字バス路線）では、定期定路線運

行型のバス路線から区域運行型デマンドタクシー等への転換等について検討す

る。 

自治体、バス事業者、タクシー

事業者 

・地域資源を有効活用した新たな移送サービ

ス等の導入 

郊外の過疎地域や交通不便地区をはじめとして、民間送迎サービスの混乗や、自

家用有償車輸送等の導入を検討、推進する。 

バス事業者、タクシー事業者、

自治体、地域団体・企業等 

交通結節点の強化とそ

れを軸としたネットワ

ークの形成  

・交通結節点等の整備・形成 佐世保駅前等の交通結節点や矢峰営業所、黒髪営業所等において、既存の交通資

産を活用して、周辺エリアの開発等とも連携した交通結節点機能、車庫・転回場

機能の充実を図る。 

自治体、バス事業者、鉄道事業

者 

・交通結節点を軸としたフィーダーサービス

の導入 

早岐や佐々等の交通結節点を起点として、基幹系統等のバス路線と接続するフィ

ーダーサービスの導入を推進するとともに、乗継・乗換割引の導入等を図る。 

バス事業者、タクシー事業者、

自治体 

モード間の連携によ

る公共交通ネットワ

ーク全体の利便性の

確保 

鉄道―バス、鉄道―鉄

道の連携による利便性

向上 

・鉄道とバスの乗継の連携による利用促進 鉄道駅におけるバス乗場等の情報案内の整備や、乗継時間等の利便性向上策等を

検討する。 

バス事業者、鉄道事業者、自治

体 

・鉄道―鉄道の連携による利用促進 広域的な観光振興や移動の利便性向上のため、JRと MRを通した観光列車や定期

列車の運行について検討する。 

鉄道事業者、自治体 

・佐世保駅前における乗換・乗継利便性の向

上 

佐世保駅前において、鉄道－バス間の乗換やバス－バス間の乗継等を円滑化する

ため、わかりやすいサイン表示設置等を推進する。方面別の乗り場整備等、わか

りやすいバス乗降場の整備を推進する。 

バス事業者、鉄道事業者、自治

体 

・モードを横断した共通運賃等の導入検討 鉄道とバスが競合する区間等において、両モードを横断して利用できる共通運賃

や共通定期券等の導入を検討、推進する。 

バス事業者、鉄道事業者、自治

体 

多様な交通モードとの

連携 

・航路とバス等との連携による離島交通の利

便性向上 

離島航路と本土及び離島側のバス・鉄道との円滑な接続や、離島内における地域

交通の利便性向上を図る。 

船舶事業者、バス事業者、鉄道

事業者、自治体 

・パークアンドライド施設や駐輪施設の充

実・活用 

商店街活性化等の集客施策と連携するなど、パークアンドライド（P&R）の活用促

進を図るとともに、需要に応じて安価かつ十分なスペースを有する駐車施設や駐

輪施設、タクシーベイ等の整備・充実を図る。観光地の交通として電動キックボ

ード等の活用方策を検討する。 

 

  

鉄道事業者、バス事業者、自治

体 
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基本方針 施策（下線箇所は新たに導入する施策案） 実施概要 実施主体 

持続可能な地域公共

交通事業の実現 

需要と供給に見合った

サービスの適正化 

・需要と供給に見合ったサービスの適正化

（本数、区間等の見直し）、（必要とな

る）路線・系統の見直し 

バス路線全般について、利用者の移動ニーズ・生活ニーズに対応して、運行時間

や運行区間・経由地等の細やかな見直しなど、需要と供給に見合ったサービスの

適正化を図る。 

バス事業者、自治体 

車両運行効率化のため

の車庫等の既存資源の

利活用 

・新たな車両転回・乗務員交代等の拠点の

設置 

路線の見直し等と連動して、民間商業施設、公共施設、医療機関等の駐車場等を

活用した、拠点設置の可能性について検討する。 

バス事業者、自治体等 

労働力不足への対応、

労働環境の改善 

・労働力不足への対応、労働環境の改善 官民連携による運転士確保の取組みの推進や、路線の再編等による需要に見合っ

たサービス供給への適正化することにより、事業者における要員不足を解消する

とともに、収益性の高い事業環境の構築や労働環境の改善を図り、従業員の待遇

改善を図る。 

バス事業者、タクシー事業者、

鉄道事業者、自治体 

今後の地域公共交通事

業のあり方の検討 

・地域公共交通事業を継続的に支える制度

の導入検討（エリア一括運行協定等） 

地域公共交通事業の持続可能性を担保するため、官民連携による新たな支援策等

についての検討、導入を図る。 

自治体、バス事業者、鉄道事業

者、タクシー事業者 

・バスと鉄道との役割分担等の検討 地域公共交通に係る需要減少が進む中、バスと鉄道の共同運営や役割分担の見直

し等、適切な連携策についての検討を図る。 

自治体、バス事業者、鉄道事業

者 

公共交通の利用促

進・需要創造の推進 

利用者・来訪者に対す

るわかりやすい情報提

供の充実 

・地域住民や来訪者への情報提供、利用促

進 

観光客や転入者向けのわかりやすい情報提供のため、公共交通パンフレットの作

成・配布や、インターネット等における路線・ダイヤや運行状況等のわかりやす

い情報提供を推進する。 

鉄道事業者、バス事業者、タク

シー事業者、自治体 

・佐世保駅前等における乗換・乗継利便性

の向上 

佐世保駅前等において、鉄道－バス間の乗換やバスーバス間の乗継等を円滑化す

るため、わかりやすいサイン表示設置やデジタルサイネージ等の設置を図る。方

面別の乗り場整備等、わかりやすいバス乗降場の整備を推進する。 

バス事業者、鉄道事業者、自治

体 

・バスロケーションシステムの充実 ICT／DXを利活用して、佐世保駅前をはじめとしたバスロケーションシステム等を

充実する。 

バス事業者 

・バスの行き先案内表示の見直し 利用者にわかりやすいバスの行き先案内表示の見直しについて検討する。 バス事業者、自治体 

・観光客、外国人来訪者等への対応 地域外や外国からの観光旅客にとって使いやすい地域交通整備に向けて、サイン

表示や外国語対応の充実等を図り、ホスピタリティの向上を図る。 

自治体、バス事業者、鉄道事業

者、タクシー事業者 

移動しやすく脱炭素社

会に対応した環境の整

備 

・低床車両や低燃費車両等の導入促進 バスの乗り降りを円滑化するための低床バスや、脱炭素社会に対応した低燃費の

バスの導入促進を図る。 

バス事業者、自治体 

・バス停の乗り降りしやすい環境の整備 バスの乗り降りを円滑化するため、支障のある歩道や違法駐車の多い箇所 

を抽出し、対策を推進する。 

バス事業者、警察、道路管理

者、自治体 

多様な交通モードとの

連携 

・パークアンドライド施設や駐輪施設の充

実・活用（再掲） 

商店街活性化等の集客施策と連携するなど、パークアンドライド（P&R）の活用促

進を図るとともに、需要に応じて安価かつ十分なスペースを有する駐車施設や駐

輪施設、タクシーベイ等の整備・充実を図る。観光地の交通として電動キックボ

ード等の活用方策を検討する。 

鉄道事業者、バス事業者、タク

シー事業者、自治体 

ICカードの機能拡大 ・ICカードの機能拡大 スマートカードの機能向上や商業施設等での利用機会の拡大など、 IC カードの

機能拡大を検討・実施する。 

鉄道事業者、バス事業者、自治

体 

地域が連携した各種利

用促進策 

の企画・開発 

・鉄道駅や停留所等の有効活用 鉄道駅や停留所における待合室の快適化や駅舎空間の地域活動への使用提 

供、役立つ情報の提供、広告の掲出等を図ることにより、乗継等を含め快適で、

親しみやすい交通施設を整備する。 

バス事業者、鉄道事業者、自治

体 

・観光・商業施策、健康・福祉施策等との

連携 

観光関連機関や商店街等と連携した利用促進策・活用策や、健康・福祉政策等と

連携した高齢者の外出機会促進のための利用促進策・活用策等について検討・実

施する。 

自治体、バス事業者、鉄道事業

者、タクシー事業者 
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１．まちづくりの軸となる利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

（１）幹線・支線ネットワークの構築 

施策名 バス路線の「幹線（基幹的な路線）」「支線（補完的な路線）」の仕分け・

サービス基準設定 

実施概要 市内バス路線の「広域的なバス路線」「基幹的なバス路線」「補完的なバス

路線」の仕分け、および各路線タイプの役割や整備方針に基づいたサービス

基準の設定・見直しを行う。 

 

 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 短期 
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（２）基幹的な路線の利便性改善 

施策名 基幹的な路線での運行の改善 

実施概要 基幹的なバス路線について、できるだけ運行を等間隔化するなど、利用しや

すいダイヤへの改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥自動車  

 

実施主体 バス事業者 実施時期 短期 

 

  

1. 西肥バス時刻表
■（日野）相浦桟橋　線

始発停留所
佐世保
駅前

京町 島瀬町 御船町 日野峠
鹿子前
入口

長崎県
立大学

前
木宮町

相浦郵
便局前

相浦桟
橋

終着停留所 運行ルート 始発停留所
佐世保
駅前

京町 島瀬町 御船町 日野峠
鹿子前
入口

長崎県
立大学

前
木宮町

相浦郵
便局前

相浦桟
橋

終着停留所 運行ルート

東浜町 05:57 06:00 06:02 06:10 06:14 06:17 06:23 06:26 06:28 06:30 相浦桟橋 東浜町-天神・大宮・日野-相浦桟 重尾 06:16 06:19 06:21 06:29 06:33 06:36 06:42 06:45 06:47 06:49 相浦桟橋 重尾-花高・日野-相浦桟

重尾 06:16 06:19 06:21 06:29 06:33 06:36 06:42 06:45 06:47 06:49 相浦桟橋 重尾-花高・日野-相浦桟 佐世保駅前 07:32 07:35 07:37 07:46 07:50 07:54 08:00 08:03 08:05 08:07 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 07:32 07:35 07:37 07:46 07:50 07:54 08:01 08:04 08:06 08:08 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 佐世保駅前 08:14 08:17 08:19 08:28 08:32 08:36 08:42 08:45 08:47 08:49 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 08:19 08:22 08:24 08:33 08:37 08:41 08:47 08:50 08:52 08:54 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 佐世保駅前 09:00 09:03 09:05 09:14 09:18 09:22 09:28 09:31 09:33 09:35 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 09:10 09:13 09:15 09:24 09:28 09:32 09:38 09:41 09:43 09:45 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 佐世保駅前 09:35 09:38 09:40 09:49 09:53 09:57 10:03 10:06 10:08 10:10 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 09:43 09:46 09:48 09:57 10:01 10:05 10:11 10:14 10:16 10:18 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 佐世保駅前 10:32 10:35 10:37 10:46 10:50 10:54 11:00 11:03 11:05 11:07 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 10:03 10:06 10:08 10:17 10:21 10:25 10:31 10:34 10:36 10:38 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 黒髪 12:10 12:13 12:15 12:24 12:28 12:32 12:38 12:41 12:43 12:45 相浦桟橋 黒髪-大宮・日野-相浦桟

佐世保駅前 10:20 10:23 10:25 10:34 10:38 10:42 10:48 10:51 10:53 10:55 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 佐世保駅前 14:11 14:14 14:16 14:25 14:29 14:33 14:39 14:42 14:44 14:46 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

大塔小学校前 12:10 12:13 12:15 12:24 12:28 12:32 12:38 12:41 12:43 12:45 相浦桟橋 大塔小-もみじ・大宮・日野-相浦桟 佐世保駅前 15:56 15:59 16:01 16:10 16:14 16:18 16:24 16:27 16:29 16:31 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 13:55 13:58 14:00 14:09 14:13 14:17 14:23 14:26 14:28 14:30 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 佐世保駅前 17:04 17:07 17:09 17:18 17:22 17:26 17:32 17:35 17:37 17:39 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 15:55 15:58 16:00 16:09 16:13 16:17 16:23 16:26 16:28 16:30 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟 佐世保駅前 20:49 20:52 20:54 21:02 21:06 21:09 21:15 21:18 21:20 21:22 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 17:04 17:07 17:09 17:18 17:22 17:27 17:33 17:36 17:38 17:40 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 20:46 20:49 20:51 20:59 21:03 21:06 21:12 21:15 21:17 21:19 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

始発停留所
相浦桟

橋
相浦郵
便局前

木宮町
長崎県
立大学

前

鹿子前
入口

日野峠 御船町 島瀬町 京町
佐世保
駅前

終着停留所 運行ルート 始発停留所
相浦桟

橋
相浦郵
便局前

木宮町
長崎県
立大学

前

鹿子前
入口

日野峠 御船町 島瀬町 京町
佐世保
駅前

終着停留所 運行ルート

相浦桟橋 07:18 07:20 07:23 07:26 07:33 07:36 07:41 07:50 07:52 07:55 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 07:18 07:20 07:23 07:26 07:32 07:35 07:39 07:48 07:50 07:53 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 07:45 07:47 07:50 07:53 08:00 08:03 08:08 08:17 08:19 08:22 黒髪 相浦桟-日野・大宮-黒髪 相浦桟橋 07:45 07:47 07:50 07:53 07:59 08:02 08:06 08:15 08:17 08:20 黒髪 相浦桟-日野・大宮-黒髪

相浦桟橋 08:18 08:20 08:23 08:26 08:32 08:35 08:39 08:48 08:50 08:53 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 08:18 08:20 08:23 08:26 08:32 08:35 08:39 08:48 08:50 08:53 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 09:09 09:11 09:14 09:17 09:23 09:26 09:30 09:39 09:41 09:44 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 09:04 09:06 09:09 09:12 09:18 09:21 09:25 09:34 09:36 09:39 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 10:33 10:35 10:38 10:41 10:47 10:50 10:54 11:03 11:05 11:08 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 10:25 10:27 10:30 10:33 10:39 10:42 10:46 10:55 10:57 11:00 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 11:05 11:07 11:10 11:13 11:19 11:22 11:26 11:35 11:37 11:40 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 12:18 12:20 12:23 12:26 12:32 12:35 12:39 12:48 12:50 12:53 黒髪 相浦桟-日野・大宮-黒髪

相浦桟橋 12:18 12:20 12:23 12:26 12:32 12:35 12:39 12:48 12:50 12:53 黒髪 相浦桟-日野・大宮-黒髪 相浦桟橋 15:01 15:03 15:06 15:09 15:15 15:18 15:22 15:31 15:33 15:36 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 14:40 14:42 14:45 14:48 14:54 14:57 15:01 15:10 15:12 15:15 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 16:50 16:52 16:55 16:58 17:04 17:07 17:11 17:20 17:22 17:25 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 16:55 16:57 17:00 17:03 17:09 17:12 17:16 17:25 17:27 17:30 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 17:55 17:57 18:00 18:03 18:09 18:12 18:16 18:25 18:27 18:30 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 17:55 17:57 18:00 18:03 18:09 18:12 18:16 18:25 18:27 18:30 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保 相浦桟橋 20:06 20:08 20:11 20:14 20:20 20:23 20:27 20:34 20:36 20:39 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 20:06 20:08 20:11 20:14 20:20 20:23 20:27 20:34 20:36 20:39 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

※8/13～8/15、12/29～1/3は日祝ダイヤで運行します。
※学校関係ダイヤは学校行事等により予告なしに変更する場合があります。 令和5年4月1日改正

【平日】 【土日祝】
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施策名 （連節車両等の導入等による）基幹的な路線の運行効率の向上 

実施概要 対象地区における公共交通ネットワークの根幹となる基幹的なバス路線に

ついて、連節バスの導入や快速バスの運行等について検討を行うなど、乗合

バスの運行効率の向上及び利便性・速達性の改善に向けた取り組みを推進

する。 

 

【対象となる基幹的なバス路線】 

 

 

【導入イメージ】 

 

 

 

 

 

 

（出典）横浜市 HP                     （出典）神戸市 HP 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 中期 

 

 

  

矢峰営業所

相浦

佐々バスセンター

早岐駅

重尾

佐世保駅前

黒髪営業所

大野

ハウステンボス

連接車両転換

市街地内循環等

フィーダー転換等

矢峰～佐世保駅前～黒髪がメイン
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（３）市民ニーズに対応した補完的な路線の見直し 

施策名 補完系統の輸送サービスの改善 

実施概要 補完的なバス路線について、通院時間帯において病院を経由するなど、時間

帯別の需要・供給バランスを踏まえた、系統・ダイヤ等の改善を図る。比較

的需要の多い路線においては、等間隔運行の導入を検討する。 

 

 
 

実施主体 バス事業者 実施時期 短・中期 
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施策名 交通不便地区対策の充実（住宅地、郊外） 

実施概要 ・道幅の狭い市街地内・周辺の住宅地など、比較的需要の多い交通不便地区

では、超小型バスの導入や既存の補完的な路線の延長・迂回等による対応

を検討、導入する。 

・郊外の過疎地域など需要の少ないエリア（赤字バス路線）では、定期定路

線運行型のバス路線から区域運行型デマンドタクシー等への転換等につ

いて検討、導入する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 自治体、バス事業者、タクシー事

業者 

実施時期 短・中期 
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施策名 地域資源を有効活用した新たな移送サービス等の導入 

実施概要 郊外の過疎地域や交通不便地区をはじめとして、民間送迎サービスの混乗

や、自家用有償車輸送等の導入を検討、推進する。 

 

【事業者協力型自家用有償旅客運送の主旨】 

 

出典：国土交通省「自家用有償旅客運送ハンドブック」 

 

【導入イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 バス事業者、自治体、地域団体・

企業等 

実施時期 短・中期 

 

  



65 

 

 

（４）交通結節点の強化とそれを軸としたネットワークの形成 

施策名 交通結節点の整備・形成 

実施概要 佐世保駅前等の交通結節点や矢峰営業所、黒髪営業所等において、既存の交

通資産を活用して、周辺エリアの開発等とも連携した交通結節点機能、車

庫・転回場機能の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

出典：熊本市 

 

 

 

 

 

 

出典：バスタ品川 

実施主体 自治体、バス事業者、鉄道事業者 実施時期 中・長期 

 

 

施策名 交通結節点を軸としたフィーダーサービスの充実 

実施概要 早岐や佐々等の交通結節点を起点として、基幹系統等のバス路線と接続す

るフィーダーサービスの導入を推進するとともに、乗継・乗換割引の導入等

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 中期 
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２．モード間の連携による公共交通ネットワーク全体の利便性の確保 

（１）鉄道―バス、鉄道―鉄道の連携による利便性向上 

施策名 鉄道とバスの連携による利用促進 

実施概要 鉄道駅におけるバス乗場等の情報案内の整備や、乗継時間等の利便性向上

策等を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 バス事業者、鉄道事業者、自治体 実施時期 短・中期 

 

 

施策名 鉄道―鉄道の連携による利用促進 

実施概要 広域的な観光振興や移動の利便性向上のため、JR と MR を通した観光列車

や定期列車の運行について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 鉄道事業者、自治体 実施時期 中期 

 

  



67 

 

 

施策名 佐世保駅前における乗換・乗継利便性の向上 

実施概要 佐世保駅前において、鉄道－バス間の乗換やバスーバス間の乗継等を円滑

化するため、わかりやすいサイン表示設置等を推進する。方面別の乗り場整

備等、わかりやすいバス乗降場の整備を推進する。 

 

【導入イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥自動車ホームページ 

実施主体 バス事業者、鉄道事業者、自治体 実施時期 短・中期 

 

 

施策名 モードを横断した共通運賃等の導入検討 

実施概要 鉄道とバスが競合する区間等において、両モードを横断して利用できる共

通運賃、共通定期券等の導入を検討、推進する 

【松浦鉄道及び西肥バスの運賃体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 バス事業者、鉄道事業者、自治体 実施時期 中期 

 

 

# 佐世保駅から区間 運賃（松浦鉄道） 運賃（西肥バス）

1 ～北佐世保駅 170円 200円（北佐世保駅前）

2 ～野中駅 280円 330円（野中町）

3 ～大学駅 390円 540円（相浦中学前）

4 ～相浦駅 440円 510円（相浦 ※松浦鉄道の沿
線に沿わないルート）

5 ～佐々駅 550円 550円（佐々バスセンター ）

6 ～清峰高校前駅 680円 680円（小春）

7 ～吉井駅 750円 760円（吉井）

8 ～いのつき駅 890円 920円（猪調）

9 ～江迎鹿駅 1,010円 1,100円（江迎鹿町駅前）

10 ～すえたちなば駅 1,120円 1,150円（末）
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（２）多様な交通モードとの連携 

施策名 航路とバス等との連携による離島交通の利便性向上 

実施概要 離島航路と本土及び離島側のバス・鉄道との円滑な接続や、離島内における

地域交通の利便性向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 船舶事業者、バス事業者、鉄道事

業者、自治体 

実施時期 短・中期 

 

 

施策名 パークアンドライド施設や駐輪施設の充実・活用 

実施概要 商店街活性化等の集客施策と連携するなど、パークアンドライド（P&R）

の活用促進を図るとともに、需要に応じて安価かつ十分なスペースを有す

る駐車施設や駐輪施設、タクシーベイ等の整備・充実を図る。観光地の交

通として電動キックボード等の活用方策を検討する。 

【導入イメージ】 

 

 

 

 

 

 

（出典）LUUPホームページ 

実施主体 鉄道事業者、バス事業者、自治体 実施時期 短・中期 
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３．持続可能な地域公共交通事業の実現 

（１）需要と供給に見合ったサービスの適正化 

施策名 需要と供給に見合ったサービスの適正化（本数、区間等の見直し）、（必要

となる）路線・系統の見直し 

実施概要 バス路線全般について、利用者の移動ニーズ・生活ニーズに対応して、運行

時間や運行区間・経由地等の細やかな見直しなど、需要と供給に見合ったサ

ービスの適正化を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥自動車 

 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 短期 

 

  

1. 西肥バス時刻表
■（日野）相浦桟橋　線

始発停留所
佐世保
駅前

京町 島瀬町 御船町 日野峠
鹿子前
入口

長崎県
立大学

前
木宮町

相浦郵
便局前

相浦桟
橋

終着停留所 運行ルート

東浜町 05:57 06:00 06:02 06:10 06:14 06:17 06:23 06:26 06:28 06:30 相浦桟橋 東浜町-天神・大宮・日野-相浦桟

重尾 06:16 06:19 06:21 06:29 06:33 06:36 06:42 06:45 06:47 06:49 相浦桟橋 重尾-花高・日野-相浦桟

佐世保駅前 07:32 07:35 07:37 07:46 07:50 07:54 08:01 08:04 08:06 08:08 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 08:19 08:22 08:24 08:33 08:37 08:41 08:47 08:50 08:52 08:54 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 09:10 09:13 09:15 09:24 09:28 09:32 09:38 09:41 09:43 09:45 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 09:43 09:46 09:48 09:57 10:01 10:05 10:11 10:14 10:16 10:18 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 10:03 10:06 10:08 10:17 10:21 10:25 10:31 10:34 10:36 10:38 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 10:20 10:23 10:25 10:34 10:38 10:42 10:48 10:51 10:53 10:55 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

大塔小学校前 12:10 12:13 12:15 12:24 12:28 12:32 12:38 12:41 12:43 12:45 相浦桟橋 大塔小-もみじ・大宮・日野-相浦桟

佐世保駅前 13:55 13:58 14:00 14:09 14:13 14:17 14:23 14:26 14:28 14:30 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 15:55 15:58 16:00 16:09 16:13 16:17 16:23 16:26 16:28 16:30 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 17:04 17:07 17:09 17:18 17:22 17:27 17:33 17:36 17:38 17:40 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

佐世保駅前 20:46 20:49 20:51 20:59 21:03 21:06 21:12 21:15 21:17 21:19 相浦桟橋 佐世保-日野-相浦桟

始発停留所
相浦桟

橋
相浦郵
便局前

木宮町
長崎県
立大学

前

鹿子前
入口

日野峠 御船町 島瀬町 京町
佐世保
駅前

終着停留所 運行ルート

相浦桟橋 07:18 07:20 07:23 07:26 07:33 07:36 07:41 07:50 07:52 07:55 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 07:45 07:47 07:50 07:53 08:00 08:03 08:08 08:17 08:19 08:22 黒髪 相浦桟-日野・大宮-黒髪

相浦桟橋 08:18 08:20 08:23 08:26 08:32 08:35 08:39 08:48 08:50 08:53 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 09:09 09:11 09:14 09:17 09:23 09:26 09:30 09:39 09:41 09:44 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 10:33 10:35 10:38 10:41 10:47 10:50 10:54 11:03 11:05 11:08 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 11:05 11:07 11:10 11:13 11:19 11:22 11:26 11:35 11:37 11:40 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 12:18 12:20 12:23 12:26 12:32 12:35 12:39 12:48 12:50 12:53 黒髪 相浦桟-日野・大宮-黒髪

相浦桟橋 14:40 14:42 14:45 14:48 14:54 14:57 15:01 15:10 15:12 15:15 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 16:55 16:57 17:00 17:03 17:09 17:12 17:16 17:25 17:27 17:30 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 17:55 17:57 18:00 18:03 18:09 18:12 18:16 18:25 18:27 18:30 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

相浦桟橋 20:06 20:08 20:11 20:14 20:20 20:23 20:27 20:34 20:36 20:39 佐世保駅前 相浦桟-日野-佐世保

※8/13～8/15、12/29～1/3は日祝ダイヤで運行します。
※学校関係ダイヤは学校行事等により予告なしに変更する場合があります。

【平日】
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（２）車両運行効率化のための車庫等の既存資源の利活用 

施策名 新たな車両転回・乗務員交代等の拠点の設置 

実施概要 路線の見直し等と連動して、民間商業施設、公共施設、医療機関等の駐車場

等を活用した、拠点設置の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

(奈良県大和郡山市) 

 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 中期 
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（３）労働力不足への対応、労働環境の改善 

施策名 労働力不足への対応、労働環境の改善 

実施概要 官民連携による運転士確保の取組みの推進や、路線の再編等により、需要に

見合ったサービス供給へと適正化することにより、事業者における要員不

足を解消するとともに、収益性の高い事業環境の構築や労働環境の改善を

図り、従業員の待遇改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥自動車       出典：させぼバス 

実施主体 バス事業者、タクシー事業者、鉄

道事業者、自治体 

実施時期 短期 
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（４）長期的な観点に立った今後の地域公共交通事業のあり方の検討 

施策名 地域公共交通事業を継続的に支える制度の導入検討 

実施概要 対象地区を運行するバス・鉄道等の地域公共交通事業に係る持続可能性を

担保するためのしくみとして、エリア一括協定運行の導入など、官民連携に

よる新たな支援策等についての検討、導入を図る。 

 

【導入イメージ】 

 

出典：国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省     

実施主体 自治体、バス事業者、鉄道事業

者、タクシー事業者 

実施時期 中・長期 

 

 

施策名 バスと鉄道との役割分担等の検討 

実施概要 地域公共交通に係る需要減少が進む中、バスと鉄道の共同運営や役割分担

の見直し等、適切な連携策についての検討を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 自治体、バス事業者、鉄道事業

者、沿線自治体等 

実施時期 中・長期 
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４．公共交通の利用促進・需要創造の推進 

（１）利用者・来訪者に対するわかりやすい情報提供の充実 

施策名 地域住民や来訪者への情報提供、利用促進 

実施概要 観光客や転入者向けのわかりやすい情報提供のため、公共交通パンフレッ

トの作成・配布や、インターネット等における路線・ダイヤや運行状況等の

わかりやすい情報提供を推進・充実する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥自動車ホームページ 

実施主体 鉄道事業者、バス事業者、タクシ

ー事業者、自治体 

実施時期 短期 

 

 

施策名 佐世保駅前における乗換・乗継利便性の向上 

実施概要 佐世保駅前において、鉄道－バス間の乗換やバスーバス間の乗継等を円滑 

化するため、わかりやすいサイン表示設置やデジタルサイネージの設置等

を推進する。 

方面別の乗り場整備等、わかりやすいバス乗降場の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥自動車ホームページ 

実施主体 バス事業者、鉄道事業者、自治体 実施時期 短・中期 
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施策名 バスロケーションシステム導入 

実施概要 ICT／DX を利活用して、佐世保駅前をはじめとしたバスロケーションシステ

ム等の導入、スマートバス停の設置を推進・充実する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥バスホームページ 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 短期 

 

 

施策名 バスの行き先案内表示の見直し 

実施概要 利用者にわかりやすいバスの行き先案内表示の見直しについて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西肥バスホームページ 

 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 短・中期 
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施策名 観光客、外国人来訪者等への対応 

実施概要 地域外や外国からの観光旅客にとって、使いやすい地域交通整備に向けて、

サイン表示や外国語対応の充実等を図る 

 

 

 

 

 

 

（出典）九十九島パールシーリゾート 

 

実施主体 自治体、バス事業者、鉄道事業

者、タクシー事業者 

実施時期 短・中期 
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（２）移動しやすく脱炭素社会に対応した環境の整備 

施策名 低床車両や低燃費車両等の導入促進 

実施概要 バスの乗り降りを円滑化するための低床バスや、脱炭素社会に対応した低

燃費のバスの導入促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 バス事業者、自治体 実施時期 短・中期 

 

 

施策名 バス停の乗り降りしやすい環境の整備 

実施概要 バスの乗り降りを円滑化するため、支障のある歩道や違法駐車の多い箇所 

を抽出し、対策を推進するなど、バス停の乗り降りしやすい環境の整備を推

進する。 

【導入イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 バス事業者、警察、道路管理者、

自治体 

実施時期 短・中期 
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（３）多様な交通モードとの連携 

施策名 パークアンドライド施設や駐輪施設の充実・活用（再掲） 

実施概要 商店街活性化等の集客施策と連携するなど、パークアンドライド（P&R）の

活用促進を図るとともに、需要に応じて安価かつ十分なスペースを有する

駐車施設や駐輪施設、タクシーベイ等の整備・充実を図る。観光地の交通と

して電動キックボード等の活用方策を検討する。 

【導入イメージ】 

 

 

 

 

 

 

出典：LUUPホームページ 

実施主体 鉄道事業者、バス事業者、タクシ

ー事業者、自治体 

実施時期 短・中期 

 

 

（４）ICカードの機能拡大 

施策名 ICカードの機能拡大 

実施概要 スマートカードの機能向上や商業施設等での利用機会の拡大など、 IC カ

ードの機能拡大を検討・実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 鉄道事業者、バス事業者、自治体 実施時期 短期 
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（５）地域が連携した各種利用促進策の企画・開発 

施策名 鉄道駅や停留所等の有効活用 

実施概要 鉄道駅や停留所における待合室の快適化や駅舎空間の地域活動への使用提 

供、役立つ情報の提供、広告の掲出等を図ることにより、乗継等を含め快適

で、親しみやすい交通施設を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 バス事業者、鉄道事業者、自治体 実施時期 短・中期 

 

 

施策名 観光・商業施策、健康・福祉施策等との連携 

実施概要 観光関連機関や商店街等と連携した利用促進策・活用策や、健康・福祉政策

等と連携した高齢者の外出機会促進のための利用促進策・活用策等につい

て検討・実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 自治体、バス事業者、鉄道事業

者、タクシー事業者 

実施時期 短・中期 
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（５）計画の達成状況の評価について 

本計画は、佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会において、計画全体の推進及び事

業の進捗状況について管理・推進を図る。 

協議会においては、本計画で定めた数値目標の達成状況について評価を行う。 

このうち、実績値が毎年度把握できる指標については、毎年度進捗状況を把握するととも 

に、その達成状況に応じて、適宜、事業の見直しを図る。 

計画期間の最終年度にはすべての数値目標の達成状況について把握・評価を行い、その後

の計画策定や事業の見直し等につなげる。 

 

 

 


